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１． 訓練計画概要 

１．１ 中期計画上の令和 3 年度訓練の位置づけ 

今年度は、昨年度の反省から再度外部機関との通報訓練を重点項目と位置づけ、訓練を実

施する。合わせて、中期計画に基づき通報連絡、情報収集、避難誘導、緊急時モニタリング

に重点を置き訓練を実施する。 

 

１． ２ 訓練の目的 

訓練は、原子力事業者防災業務計画 第 2 章第 7 節「防災訓練」に基づき、緊急時対策所

（緊急対策本部）の対応能力向上を目的として実施し、緊急時対策所が原子力災害の拡大防

止に有効に機能することを確認する。 

本年度は、現実的な事故想定（GE 事象に至らない）に対する総合訓練（以下「１部訓練」）

及び GE 事象に至る事故想定に対する ERC との対応訓練（以下「２部訓練」）の２部構成と

した訓練を実施する。 

また、前回の総合訓練で抽出された課題（通報連絡、情報収集）の改善を検証する。 

 

１． ３ 主たる検証項目及び達成目標 

・【検証項目】通報連絡、情報収集 

【達成目標】以下の項目について有効性を確認する。 

・防災管理者が該当事象を判断してから FAX 送信 15 分以内 

・FAX 作成者が FAX 内容に記載漏れ、誤記なしを確認 

・ERC 対応者が ERC と事故・プラント状況についての情報共有 

 

・【検証項目】避難誘導等 

  【達成目標】 

   ・実習中の学生の安全確保 

   ・原子炉施設内の実習中の学生を所定の場所に避難させる 

   ・避難の際、汚染検査を実施する 

 

 

・【検証項目】緊急時モニタリング、線量評価 

【達成目標】以下の項目につて、有効性を確認する。 

・可搬型モニタリング測定器を用いた線量測定 

・被ばく防護措置の実施 
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訓練項目 重点対象訓練項目* 1 部訓練 2 部訓練 

(A) 参集点呼  ✔ ✔ 

(B) 通報連絡 ◎ ✔ ✔ 

(C) 情報収集 ◎ ✔ ✔ 

(D) 緊急時体制の構築  ✔ ✔ 

(E) 避難誘導等 ◎ ✔  

(F) 汚染拡大防止等    

(G) 医療活動  ✔  

(H) 消火活動    

(I) 緊急時モニタリング ◎ ✔  

(J) 線量評価 ◎ ✔  

(K) 広報活動  ✔  

(L) 応急復旧  ✔  

(M) BDBA 対策    

(N) 資機材調達・輸送    

(O) 要員派遣、資機材貸与    

(P) 外部機関との連絡調整    

*中期計画に基づく項目 

 

 

２．訓練実施日時および対象施設 

２．１ 実施日時 

令和 3 年 11 月 16 日（火） １部訓練：10 時 30 分 ～ 12 時 00 分 

       ２部訓練：13 時 30 分 ～ 15 時 00 分 

 ※訓練終了後に反省会を開催する。 

 

２．２ 対象施設「１部訓練、２部訓練共通」 

・緊急対策本部 

・近畿大学原子炉施設（発災現場） 
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３． 実施体制及び評価体制並びに参加人数 

 ３．１ 実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通報連絡先は、確実は FAX 送信及び着信確認に重点をおいた訓練を実施するため、防災業務計画

別図に記載され、電話によるファクシミリの着信確認を行う「警戒事態に該当する事象の連絡先」、

「原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項に基づく連絡先」、「原子力災害対策特別措置法第２５条

第２項に基づく連絡先」及び熊取原子力規制事務所、熊取原子力規制事務所東大阪分室、近畿大学

総務部総務課に限定し訓練を実施する。ただし、今回の訓練では内閣府は除き、２部訓練では原子

力規制庁緊急対応センター（ERC）に限定し実施。 

 ERC プラント班とは ERC 対応者が電話で常時通話状態とし、迅速な対応を図る。 

 

 ３．２ 評価体制【１部訓練】 

近畿大学原子力研究所防災要員より訓練評価者を選任し、訓練の達成目標を踏まえ予め設定し

た「達成基準」及びこれまでの訓練からの改善事項に対しての評価を実施し、客観的な視点から改

善点の抽出を行う。評価には評価基準を記した評価シートを用いる。また、学外訓練評者として京

都大学、原子燃料工業によるピアレビューを実施予定。 

 

 ３．３ 参加者（予定） 

  参加者：プレーヤ 17 名、コントローラ 2 名（新型コロナ感染症対策の為兼務の防災要員は除く） 

  評価者：2 名（学内）＋2 名（学外） 

近畿大原子力研究所                外部関係機 

 
 
 
 
 
その他外部関係機関 
・大阪府 
・奈良県 
・東大阪市 
・熊取原子力規制事務所 
・熊取原子力規制事務所 
 東大阪分室 
・近畿大学総務部総務課 

原子力規制庁 
緊急時対応センター 

（ERC） 

通報連絡 
 
（FAX,電話） 

 
緊急対策本部 

（原子力防災組織） 
 

発災場所 
原子炉施設等 

（応急措置、緊急時モニ

タリング等実施） 

情報共有 
報告・指示 
（トランシーバー等） 



4 
 

 

４． 訓練項目及び内容 

(1) 参集点呼訓練(A)【１部訓練、２部訓練共通】 

特定事象発生時に緊急対策本部（以下、緊対本部）に参集した防災要員の点呼を実施す

る。 

 

(2) 通報連絡訓練(B) 

【１部訓練】 

警戒事態該当事象、警戒事態該当事象の経過連絡の FAX の送信及び電話確認、ERC と

の常時通話接続による情報連携を実施する。 

【２部訓練】 

警戒事態該当事象、特定事象時及び原災法 25 条報告の FAX の送信及び電話確認、ERC

との常時通話接続による情報連携を実施する。 

 

(3) 情報収集訓練(C) 

【１部訓練】 

緊対策本部内でホワイトボード、口頭による情報共有を実施する。また、緊対本部と発

災場所でトランシーバー又は口頭報告による情報共有を実施する。 

【２部訓練】 

コントローラが現場の状況を対策本部に情報付与、ホワイトボーによる記載により対策

本部との情報共有を図る。 

 

(4) 緊急時体制の構築訓練(D)【１部訓練、２部訓練共通】 

事象確認後、直ちに防災管理者は緊急時体制の区分に基づき緊対本部を立ち上げ、防災

要員に周知する。 

 

(5) 避難誘導等(E)【１部訓練】 

 原子炉運転中の共同利用者（学生）の避難誘導を実施する。 

 

(6) 医療活動(G)【１部訓練】 

 負傷した学生（軽症者）を管理区域から救助する。 

 

(7) 緊急時モニタリング(I)【１部訓練】 

可搬型モニタリング測定器を用いた周辺区域の線量測定を実施する。 

 

(8) 線量評価(J)【１部訓練】 

 原子炉上蓋開放時に作業場所の線量測定を実施し、応急復旧作業時の線量評価を実施す
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る。 

 

(9) 広報活動(K)【１部訓練】 

緊急対策本部は、プレス文（案）を作成し、近畿大学総務部に送付する。 

 

(10) 応急復旧(L)【１部訓練】 

原子炉の応急復旧作業を実施し、原子炉施設の周辺線量と併せて作業指示を行う。 

 

(F)汚染拡大防止、(H)消火活動、(M)BDBA 対策、(N)資機材調達・輸送、(O)要員派遣、資機材貸

与、(P)外部機関との連絡調整については、今回の総合訓練の対象外項目である。 

  

 

５． 訓練想定（平日・休日、日中・夜間、施設運転状態、事象想定、スキップの有無等） 

【１部訓練】 

 平日通常勤務時間帯に、原子炉運転中に東大阪市において震度 6 弱の地震発生により原子

炉停止機能喪失する原子力災害の発生を想定した。 

 原子炉は 1W で運転中 

 原子炉施設内には学生が共同利用者として参加中（避難対象者） 

 訓練途中での時間スキップ：あり（制御棒の手動挿入に係る燃料取出作業の開始から完了ま

でをスキップ） 

 シナリオ開示有無：非公開（一部開示）型訓練（シナリオ開示者：ERC 対応者） 

【２部訓練】 

 平日通常勤務時間帯に、原子炉運転中に東大阪市において震度 6弱の地震発生。その後震度

6強の地震発生により原子炉監視機能喪失、原子炉停止機能喪失、炉心損傷の原子力災害対

策特別措置法第 15条事象に至る原子力災害の発生を想定した。 

 原子炉は 1W で運転中 

 原子炉施設内には学生が共同利用者として参加中（避難対象者） 

 訓練途中での時間スキップ：なし 

 シナリオ開示有無：非公開（一部開示）型訓練（シナリオ開示者：ERC 対応者） 

 

６．訓練シナリオ案 

別紙 (事象進展時系列) 

 

７． 前回までの訓練の課題に対する改善（対策）状況 

No． 前回までの訓練の課題 改善（対策）状況 

1 ERC対応者が ERCからの問い合わせに関して

一部対応の遅れがあった。 

ERC対応者に補助者をつけるようマニュアル

に記載した。 
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No． 前回までの訓練の課題 改善（対策）状況 

また、総合訓練前に要素訓練にて、マニュ

アルに対する再教育及びERC対応者及び補助

者に対する訓練を実施するとともに、習熟

度を評価する予定。 

2 ERCからの問い合わせ対して回答済、調査

中等の回答内容の管理が不十分であった。 

回答チェックシートを作成した。 

また、総合訓練前に要素訓練にて、チェック 

シートに対する訓練を実施するとともに習 

熟度を評価する予定。 

3 事故収束のための作業戦略における作業着

手時間等について情報共有が図られていな

かった。 

COP 資料に事象発生時の戦略シートを追加

する。またホワイトボード記載マニュアル及

び緊急時対策本部における作業要領に明記

した。 

要素訓練にて ERC 対応者と緊急対策本部と

の情報共有に対する教育・訓練を実施すると

ともに習熟度を評価する予定。 

4 原災法第 10 条確認会議、原災法第 15条認定

会議の出席者が会議の対応に対する習熟が

不十分であった。 

総合訓練前に原災法第10条確認会議、原災

法第15条認定会議の出席者に位置づけに関

する習熟及び教育を実施し習熟度を評価す

る。 

 

 

 

８． ERC プラント班との情報共有に用いる資料・様式 

資料１ 近畿大学原子炉外観写真 

資料２ 設置許可申請書参考図 3 原子炉平面図及び立面図 1 

資料３ 設置許可申請書参考図 3 原子炉平面図及び立面図 2 

資料４ 保安規定図 2 管理区域・職員出入口図 

資料５ 保安規定図 5 周辺監視区域外における線量測定又は試料採取の場所 

資料６ 防災業務計画別図第 5 研究所敷地付近の放射線測定場所、気象計設置場所及び防

災資機材保管場所 

資料７ 防災業務計画別図 6 研究所敷地内の避難場所及び緊急時対策所 

資料８ 独立中性子吸収体概略図 

資料９～１３事故戦略シート 
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９． R2 年度訓練等を踏まえ、ERC 書架内の資料整備状況（資料リスト） 

No 資料名 

1 原子力事業者防災業務計画 

2 原子炉施設保安規定 

3 原子炉設置変更申請書 

4  

5  
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別紙 
 

 
シナリオシート（令和３年度 １部訓練） 

 
時刻 No 対応者 事象（概要） EAL 

10:30 1 運転員（保安係） 

原子力防災管理

者 

〈状況付与：原子炉１Wで運転中（学生の実習者含む）

に地震発生(東大阪市 震度 6弱) 〉 

【AL 震度６弱の地震】→事象発生時刻に原子力防災要

員は緊急時対策所に参集 

・原子力防災管理者は、情報収集指示、運転員（保安

係）に安全を確保し現場待機を指示 

・原子力防災管理者は、非常用放送設備により地震発

生を所内に周知指示 

 

 

AL 

 2 運転員（保安係） 〈状況付与：原子炉スクラム失敗〉 

・実習中の学生 1名負傷（軽傷） 

・原子炉、地震によるスクラム発生 

・運転員はスクラムによる制御棒（シム安全棒）が下限

位置でないことを確認 

 

 3 運転員（保安係） 

緊急対策本部 

通報連絡係 

⇒運転員（保安係）は、原子炉スクラム失敗、合わせて

負傷者の発生及び学生の避難誘導を緊急対策本部へ依

頼。原子炉出力は安全棒下限挿入により停止状態であ

ることを確認。 

・緊急対策本部は、運転員に手動スクラムによるシム

安全棒挿入を指示 

・運転員は手動スクラムを行うがシム安全棒が下限位

置ではないことを確認、本部へ連絡 

【AL11 原子炉停止機能の異常】（発生時刻：原子力防災

管理者判断時刻） 

・緊急対策本部は、AL11、原子力防災要員以外の避難指

示を所内放送。 

・通報連絡係は、【AL】、【AL11】発生連絡（原子力防災

管理者判断後 15分以内） 

 

 

AL11 

 

 4 緊急対策本部 

原子力防災管理

者 

救護係 

警防係 

・原子力防災管理者は、【AL】、【AL11】を受け、緊急対

策本部の設置、運転員（保安係）へ連絡 

・原子力防災管理者は、ERC対応者を指名し、ERCプラ

ント班へ対応開始 

・緊急対策本部は、原子炉制御室へ学生の避難誘導の

為、救護係、警防係派遣を指示 

・緊急対策本部は運転員に原子炉出力の継続的な監視

を指示 

 

10:50 5 救護係 

警防係 

・救護係、警防係は避難誘導完了を緊急対策本部へ報

告 

・警防係は、管理棟内の要避難者の有無確認、立入制限

を守衛に指示 

・緊急対策本部は、測定検出係に原子炉施設周辺の線

量測定指 

 

10:55 6 緊急対策本部 

測定検出係 

通報連絡係 

・測定検出係は、線量確認、異常なしを緊急対策本部へ

報告 

・通報連絡係は、【AL】、【AL11】経過報告 
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11:00 8 通報連絡係 

緊急対策本部 

警防係 

・緊急対策本部は、測定検出係に定期的な原子炉施設

周辺の線量測定指 

・緊急対策本部はシム安全棒挿入方法を検討 

・緊急対策本部は、運転員（保安係）にクレーンの状態

確認を指示 

 

11:05 9 緊急対策本部 

運転員（保安係） 

・運転員（保安係）は、対策本部にクレーンの状態に異

常がないことを報告 

・緊急対策本部はシム安全棒挿入方法を検討 

・緊急対策本部は原子炉上蓋解放によるシム安全棒の

状態確認を実施することを決定 

・通報連絡係は、【AL】、【AL11】経過報告 

 

 

11:15 10 通報連絡係 ・緊急対策本部は運転員（保安係）に原子炉上蓋開放を

指示 

 

11:25 11 緊急対策本部 

運転員（保安係） 

・運転員（保安係）は原子炉上蓋開放完了を報告 

・緊急対策本部は、運転員（保安係）に原子炉炉心部の

線量測定を指示 

・運転員（保安係）は原子炉炉心部の線量測定結果を緊

急対策本部に報告 

・緊急対策本部は線量報告後線量評価 

 

11:35 12 運転員（保安係） 

測定検出係 

緊急対策本部 

保安係 

通報連絡係 

・緊急対策本部は運転員（保安係）に原子炉炉心部の状

況を目視による確認を指示 

・運転員（保安係）は、原子炉炉心部の状況が目視によ

り異常なしを報告 

・緊急対策本部は手動によりシム安全棒の挿入を試み

ることを指示 

 

11:45 13 運転員（保安係） 

測定検出係 

緊急対策本部 

通報連絡係 

・運転員はシム安全棒が下限に挿入されたことを対策

本部に報告（【AL11】の判断基準下回る） 

・測定検出係は、原子炉施設周辺の線量率に異常のな

いことを対策本部へ報告 

・通報連絡係は、応急措置の概要報告（AL策実施結果、

線量報告、今後の方針） 

【AL11】断

基準下回る 

11:50 14 緊急対策本部 

運転員（保安係） 

測定検出係 

・緊急対策本部は、今後の方針として、シム安全棒の健

全性の確認方向の検討 

・緊急対策本部は、プレス文（案）を作成し、近畿大学

総務部に送付 
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シナリオシート（令和３年度 ２部訓練） 

（現場作業は省略、現場からの情報はコントローラからの付与による） 
時刻 No 対応者 事象（概要） EAL 

13:30 1 運転員（保安係） 

原子力防災管理

者 

〈状況付与：原子炉１Wで運転中（学生の実習者含む）

に地震発生(東大阪市 震度 6弱) 〉 

【AL 震度６弱の地震】→事象発生時刻に原子力防災要

員は緊急時対策所に参集 

・原子力防災管理者は、情報収集指示、運転員（保安

係）に安全を確保し現場待機を指示 

・原子力防災管理者は、非常用放送設備により地震発

生を所内に周知指示 

 

 

AL 

 2 運転員（保安係） 〈状況付与：原子炉スクラム失敗、原子炉制御盤の表

示が不安定〉 

・学生を含む実習中、学生の安全確保 

・原子炉手動スクラム失敗 

・学生 1名負傷（軽傷、作業継続可能） 

・原子炉制御盤の表示が不安定 

・運転員（保安係）は、異常事態時原子炉停止装置のよ

る制御棒挿入ができないことを確認 

 

 3 運転員（保安係） 

緊急対策本部 

通報連絡係 

⇒運転員（保安係）は、原子炉スクラム失敗、原子炉制

御盤の表示が不安定であることを緊急対策本部へ報

告。合わせた学生の避難誘導を緊急対策本部へ依頼。

原子炉出力１W 

【AL11 原子炉停止機能の異常】【AL51 原子炉制御室等

に関する異常】（発生時刻：原子力防災管理者判断時刻） 

・緊急対策本部は、AL11、AL51 発生、原子力防災要員

以外の避難指示を所内放送。 

・通報連絡係は、【AL】、【AL11】、【AL51】発生連絡（原

子力防災管理者判断後 15分以内） 

 

 

AL11 

AL5１ 

 4 緊急対策本部 

原子力防災管理

者 

救護係 

警防係 

・原子力防災管理者は、【AL】、【AL11】、【AL51】 を受

け、緊急対策本部の設置、運転員（保安係）へ連絡 

・原子力防災管理者は、ERC対応者を指名し、ERCプラ

ント班へ対応開始 

・緊急対策本部は、原子炉制御室へ学生の避難誘導の

為、救護係、警防係派遣を指示 

 

13:50 5 救護係 ・救護係は学生救出  

14:00 6 救護係 

警防係 

・救護係、警防係は避難誘導完了緊急対策本部へ報告 

・警防係は、管理棟内の要避難者の有無確認、立入制限

を守衛に指示 

 

14:00 ７ 緊急対策本部 

測定検出係 

通報連絡係 

・緊急対策本部は、測定検出係に原子炉施設周辺の線

量測定指示 

・緊急対策本部は、原子炉停止作業を立案、独立中性子

吸収体挿入指      

 示 

・測定検出係は、線量確認、異常なしを緊急対策本部へ

報告 

・通報連絡係は、【AL】、【AL11】、【AL51】経過報告 

 

14:10 8 運転員（保安係） 

緊急対策本部 

〈状況付与：本震発生(東大阪市 震度 6強) 発生クレ

ーン破損、原子炉炉頂部を塞ぐ。 
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原子炉生体遮蔽タンク損傷、水及び砂流出 

独立中性子吸収体挿入不可 

原子炉制御盤電源喪失〉 

⇒運転員（保安係）は、【SE11原子炉停止機能の異常】、

【SE51 原子炉制御室等に関する異常】、及び原子炉

遮蔽タンク損傷を確認、緊急対策本部へ報告。 

 

 

SE11 

SE51 

14:20 9 通報連絡係 

原子炉主任技術

者 

緊急対策本部 

警防係 

 

・通報連絡係は、【SE11】、【SE51】、【AL】 発生連絡（原

子力防災管理者判断後 15分以内） 

・原子炉主任技術者は、原災法第 10条確認会議参加 

・原子炉主任技術者は、原災法第 10条確認会議の内容

を緊急対策本部周知 

・緊急対策本部は、余震に備えて運転員（保安係）に一

時退避、緊急対本部へ戻るよう指示 

・緊急対策本部は、警防係に守衛と共同で立ち入り制

限実施の指示 

・緊急対策本部は、原子炉停止作業対策協議 

 

14:25 10 緊急対策本部 

運転員（保安係） 

・緊急対策本部は、運転員（保安係）に放射線防護措置

を指示 

・緊急対策本部は、運転員（保安係）に原子炉の確認作

業を指示 

〈状況付与：原子炉室のエリアモニタ線量異常〉 

・運転員（保安係）は、モニタ室にて原子炉室の放射線

モニタ（エリア 2：900μSv/h以上、エリア 3:900μ

Sv/h以上）であることを確認、【GE42障壁の損傷（炉

心損傷の検出）】を緊急対策本部へ報告 

・緊急対策本部は、運転員（保安係）に一時退避を指示 

 

 

 

GE42 

14:35 11 緊急対策本部 

通報連絡係 

原子炉主任技術

者 

 

・通報連絡係は、【GE42】発生連絡（判断後 15分以内） 

・原子炉主任技術者は、原災法第 15条認定会議参加 

・原子炉主任技術者は、原災法第 15条認定会議の内容

を緊急対策本部周知 

・緊急対策本部は、緊急作業の協議 

 

14:45 12 緊急対策本部 

運転員（保安係） 

測定検出係 

・緊急対策本部は、測定検出係に放射線防護措置を指

示 

・緊急対策本部は、運転員（保安係）に原子炉停止作業

（破損したクレーン撤去による独立中性子吸収体挿

入）を指示 

・緊急対策本部は、測定検出係に施設周辺の線量測定

及びガスモニタ指示値、気象データの確認を指示 

 

14:55 13 運転員（保安係） 

測定検出係 

緊急対策本部 

保安係 

通報連絡係 

・運転員（保安係）は、独立中性子吸収体挿入成功、停

止直後の原子炉室の線量率が 2μSｖ/ｈに低下した

ことを緊急対策本部に報告 

（GE42、SE11、AL11 判断基準下回る） 

・緊急対策本部は、保安係に原子炉制御盤の復電作業

を指示 

・緊急対策本部は、測定検出係に原子炉周辺の線量測

定指示 

・通報連絡係は、応急措置の概要報告（GE対策実施結

果、線量率等） 

GE の判断

基準下回る 

15:05 14 運転員（保安係） 

測定検出係 

緊急対策本部 

・運転員（保安係）は、原子炉制御盤の復電を緊急対策

本部に報告 

（SE51 判断基準下回る） 

すべての特

定事象の判

断基準下回
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通報連絡係 ・測定検出係は、原子炉施設周辺の線量率 0.2μSv/ｈ

を確認し緊急対策本部へ報告 

・測定検出係は、ガスモニタ指示値通常値 300cpm及び

気象データの値を緊急対策本部へ報告 

・通報連絡係は、応急措置の概要報告（SE対策実施結

果、線量報告、今後の方針） 

・緊急対策本部は、測定検出係に放射線監視盤による

線量確認を指示 

・緊急対策本部は、運転員（保安係）に原子炉生体遮蔽

タンクの破損状況の確認を指示 

る 

15:10 15 緊急対策本部 

運転員（保安係） 

測定検出係 

・緊急対策本部は、運転員（保安係）に原子炉生体遮蔽

タンクから流出した水及び砂を汚染物として取り扱

い、汚染個所の確認を指示 

・緊急対策本部は、除染活動に必要な資機材の確認及

び輸送を指示 

・運転員（保安係）は、被ばく量の確認及び汚染拡大防

止作業実施、汚染箇所の確認及び継続的に炉心状況

の確認を実施 

・測定検出係は、放射線監視盤による線量確認を継続 

・ERCプラント班との訓練終了、振り返り 
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事業者防災訓練の中期計画 

（令和３年８月２日見直し） 

 

訓練項目 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

 要素 

訓練 

総合 

訓練 

要素 

訓練 
総合 

訓練 
要素 

訓練 
総合 

訓練 
要素 

訓練 
総合 

訓練 
要素 

訓練 
総合 

訓練 

(A) 参集点呼 ○済 ○済  ○ ○済 ○済 ○済 ○済 ○ ○ 

(B) 通報連絡＊  ◎済 〇済 ◎ ○済 ○済  ◎済 ◎ ◎ 

(C) 情報収集  〇済 〇済 ○ ○済 ○済  ◎済 ◎ ◎ 

(D) 緊急時体制の構築 ○済 ○済  ○ ○済 ○済 ○済 ○済 ○ ○ 

緊急時

対応 

(E) 避難誘導等 ○済   ◎   〇済 ◎済 〇 ◎ 

(F) 汚染拡大防止等    ◎ ○済 ◎済  〇済 〇  

(G) 医療活動  ○済 〇済  ○済 ○済   ○ ○ 

(H) 消火活動 ○済  ○    ○済 〇済 ○済  

(I) 緊急時モニタリング ○済 ○済 〇済 〇  ◎済  〇済  ◎ 

(J) 線量評価 ○済  〇済 〇    〇済  ◎ 

(K) 広報活動   〇    ○済  ○ ○ 

(L) 応急復旧 ○済 ○済  ○ ○済 ○済  ○済 ○ ○ 

(M) BDBA 対策 ○済   〇   ○済 〇済 ※ ※ 

(N) 資機材調達・輸送 ○  〇  ○済 ○済 ○済  ○  

(O) 要員派遣、資機材貸与         ○  

(P) 外部機関との連絡調整         ○  

   ◎:重点項目   済：実施済み 

  ※ 設置許可申請書上ＢＤＢＡ対策は明記されておらず、訓練項目から削除する 


